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改定（令和４年度）

第１章 農業振興計画の概要

１ 計画の改定の目的

あきる野市では平成２８年度に策定した「あきる野市農業振興計画」（以下

「本計画」という。）に基づきあきる野農業の振興を図るため、様々な施策を行

ってきました。

現在においても、秋川ファーマーズセンター、五日市ファーマーズセンター

及び瀬音の湯物産販売所「朝露」を中心に、市内で生産された新鮮で安心・安

全な農畜産物を市民等に供給する「地産地消型」農業に取り組んでいます。

しかしながら、農業を取り巻く環境は、農業者の高齢化や担い手の不足、農

地の減少とともに遊休農地（耕作放棄地）の増加などの問題を抱えています。

一方、関係法令については、平成２８年５月に国の「都市農業振興基本計画」

が策定され、都市農業に対するあり方が定められたほか、「都市農地の貸借の円

滑化に関する法律」の制定、「生産緑地法」や「農地中間管理事業の推進に関す

る法律」の改正など、平成２８年度の本計画の策定以降、様々な整備が行われ

てきました。

本計画は、あきる野市の農業振興の計画の指針とするとともに、重点的に取

り組む施策を明らかにするものです。

２ 計画の期間

農業者、農地の減少や食の安心・安全など農業を取り巻く状況に変化が見ら

れることから、平成２８年度に策定した本計画を改定し、令和５年度

（２０２３年）から令和７年度（２０２５年）までの３年間を計画の期間とし

ます。

平成２８年度

令和８年度

農業振興計画

改定農業振興計画

令和５年度

次期農業

振興計画
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３ 計画の位置付け

本計画は、都市農業振興基本法に基づく地方計画として位置付けられるもの

です。加えて、国、東京都及び市の農業振興に関連する各種計画を踏まえ、効

果的で効率的な施策の展開を図っていくこととします。

（１）食料・農業・農村基本法との関係

食料・農業・農村基本法は、国の責務（第７条）、地方公共団体の責務（第

８条）において、都市と農村の交流等（第３６条第２項）を行うものとさ

れています。

あきる野市農業振興計画は、この法律及び国の基本計画（食料・農業・農

村基本計画）に沿って、あきる野農業の振興を図るとともに、あきる野の地

域特性を生かした農業を推進します。

（２）都市農業振興基本法との関係

都市農業振興基本法は、国の責務（第４条）、地方公共団体の責務（第５

条）において、国は基本計画を定めなければならいとされており、地方公共

団体は地方計画を定めるよう努めるものとされています。平成２８年５月に

「都市農業振興基本計画」が策定され、従来「宅地化すべきもの」とされて

いた都市農地を農産物の供給、防災、環境保全、農業体験・学習の場など多

様な機能をもつ、「都市にあるべきもの」へと位置付けが転換されています。

（３）農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

本市における農業経営基盤強化促進法第６条に基づく「農業経営基盤の

強化の促進に関する基本的な構想」については平成２８年に改正を行って

おり、本計画と合わせ基本構想と位置付けています。

（４）東京都農業振興基本方針・東京農業振興プラン

東京都では、平成２６年６月に「東京都農業振興基本方針」が策定されて

います。この方針では、都民生活に密着した産業として東京農業を発展させ

る施策の展開と必要な制度改善を国に提案するためのものとされています。

また、平成２９年５月に「東京農業振興プラン」を策定しており、東京

農業を取り巻く社会情勢が変化する中、将来を見据えた東京農業の振興の方

向と施策展開を示しています。
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（５）「第２次あきる野市総合計画」

第２次あきる野市総合計画は、「豊かな自然と人々の絆に包まれ人やまち、

文化を育む 安全・安心なまち あきる野」を将来都市像とし、産業振興

分野のまちづくりの方向性である「消費者志向に合わせた都市型農業の推

進」を図るため、「多様な農業者の育成・確保」、「魅力ある農業経営の確立」、

「生産環境の整備」、「農業振興策の検討等」の４つを施策として掲げてい

ます。

あきる野市農業振興計画は、これらの施策に対する具体的な取組を明ら

かにし、あきる野農業の振興を推進していきます。

【計画の位置付け図】

あきる野市農業振興計画
策定　平成２８年５月
改定　　令和５年３月

○食料・農業・農村基本法
○食料・農業・農村基本計画
○都市農業振興基本法
○都市農業振興基本計画
○農業経営基盤強化促進法

○東京農業振興プラン
○東京都農業振興基本方針

あきる野市

東京都国

第２次あきる野市総合計画

○都市計画マスタープラン
○第二次あきる野市環境基本計画
○地域防災計画

○農業経営基盤の強化の促進　　
　に関する基本的な構想
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４ 農業を取り巻く情勢の変化

あきる野農業を振興していく上で、新たな関係法令や上位計画の制定又は

改正が行われました。

（１）東京農業振興プラン

平成２９年５月に改定された東京農業振興プランでは、都市農業振興基本

法の制定等を踏まえ４つの視点を中心に新たな農業施策を展開することと

しています。

（２）生産緑地法

生産緑地制度とは、市街化区域内の農地を所有者の申出により都市計画に

定め、都市における農地等の適正な保全を図るための制度で、平成２９年５

月に改正されました。

主な改正内容

（３）都市農地の貸借の円滑化に関する法律（平成３０年６月制定）

都市農業の有効活用を目的として、市街化区域内農地のうち、生産緑地

の貸借が行える仕組みが始まりました。

主な内容

①担い手の確保・育成と力強い農業経営の展開

②農地保全と多面的機能の発揮

③持続可能な農業生産と地産地消の推進

④地域の特色を活かした農業の推進

①面積要件の緩和（一団で５００㎡から３００㎡以上に引下げが可能）

（あきる野市も引下げ済み）

②生産緑地に設置可能な建築物として、農産物等加工施設、農産物直売

所、農家レストランの設置が可能

③生産緑地地区の都市計画の決定後３０年経過するものについて、買取

申出が可能となる期日を１０年延長できる特定生産緑地制度の創設

①貸し付けたまま相続税納税猶予制度の適用が受けることが可能

②一定の要件のもと生産緑地の買取申出をすることが可能（農地所有者が

貸付者の年間従事日数の１割以上の従事が要件）

③貸借が終了すれば、貸借した農地は必ず所有者に返還される。
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（４）農地中間管理事業の推進に関する法律

農地中間管理事業とは中間管理機構（（一社）東京都農業会議）が農地所

有者から農地を借受け、その農地を規模拡大を目指している認定農業者・認

定新規就農者などの担い手に貸し出す制度です。令和元年１１月の法改正に

より対象地域が農業振興地域内農用地から市街化区域以外へ拡大しました。

（５）農業経営基盤強化促進法等

効率的かつ安定的な農業経営を行うために安心して農地の貸借を行うこ

とができる仕組みや、意欲ある農業者を支援するために整備された法律です。

平成３０年に改正が行われ、令和５年４月にも施行が予定されています

主な内容（平成３０年１１月）

主な内容（令和５年４月（予定））

①所有者不明の農地について貸借が可能

②所有者不明の共有持分の農地について、２分の１以上の同意が得ること

ができれば、最大２０年まで貸借することが可能

③農業用ハウスを農地に設置するに当たって、床部分を全面コンクリート

張りとした場合でも農地転用には該当しない。

①地域計画の策定・目標地図の作成の法定化

②農地バンクにより、農用地利用集積等促進計画（旧農用地利用集積計

画）を策定し、農地の貸借を促進する。

③所有者不明の共有持分の農地について、２０年の貸借期間の上限を延

長し最大４０年とする。

④農地の取得及び貸借に係る下限面積要件を廃止
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（６）本計画とＳＤＧｓの関連性

平成２７年９月の国連サミットにおいて採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）は１７の目標と１６９の具体的目標で構成された国際社会共通の目標

であり、経済・社会・環境をめぐる広範囲な課題に取り組むこととしています。

本市においても、農業振興とともに持続可能なまちづくりに向けて農業者・

関係団体と協力関係を築き、食糧の供給や環境保全についての取組を行ってい

く必要があります。
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第２章 あきる野農業の現状と旧農業振興計画の検証・課題

１ 農業の概要

（１）農家数の推移

「２０２０（令和２年）年農林業センサス」によると、あきる野市の農

家数は６４５戸、この５年（２０１５（平成２７年）年農林業センサス結

果）で６６戸減少しました。その内訳は、販売農家が２９戸の減少、自給

的農家も３７戸の減少となっています。

（出典：農林業センサス）
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農家 調査期日現在の経営耕作面積が 10ａ（1000 ㎡）以上の農業を営む世帯又は経営耕作面

積が10ａ未満であっても調査前期日1年間の農産物販売額金額が15万円以上あった世

帯（例外規定農家）をいう。

販売農家 経営耕地面積が 30ａ（3000 ㎡）以上又は農産物販売金額が 50 万円以上の農家をいう。

自給的農家 経営耕作面積が30ａ未満かつ農産物販売金額が調査期日前1年間で50万円未満である

農家をいう。

用語解説
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（２）基幹的農業従事者の推移

基幹的農業従事者は毎年減少傾向にあり、６５歳以上の従事者が約８割

を占めています。

また、基幹的農業従事者の割合を年齢別にみると、３５歳から４４歳ま

での年齢層の減少が顕著です。令和２年に一時的に４５歳から５４歳までの割合

が増えましたが、年々高齢化が深刻化しています。

（出典：農林業センサス）

（出典：農林業センサス）
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（３）農地の状況

令和２年の農地面積は４０３ｈa で２０年前の平成１２年と比べて８８

ｈa減少しています。

経営耕地面積については、１０年前と比較して６１ｈa減少しており、「田」

は５８％の減少、「畑」は２５％の減少、「樹園地」は４９％の減少となって

います。

基幹的農業従事者 農業就業人口のうち、普段の主な仕事が農業のみ、農業を主に従事していた者を

いう。

農地面積 耕作の目的に供される田、樹園地、畑などのうち肥培管理を行って作物を栽培してい

る土地をいう。不動産登記簿又は、固定資産台帳上の地目に関わらず、現況が農地の

場合を農地とする。

経営耕地面積 農家が経営する耕地（田・畑・樹園地の計）の面積をいい、貸し付けている耕地と耕

作放棄地を除いたものに、借りている耕地を加えたものをいう。

用語解説
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（出典：農林水産省市町村別統計「作物統計調査」） （出典：農林業センサス）

用語解説
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（４）農業産出額の推移

令和２年の農業産出額は約１０億２５００万円で、平成２５年から大き

な変化は見られません。

農業産出額が最も多い農産物はトマトで、次いでスイートコーンとなっ

ています。

また、作付延べ面積においては、スイートコーンが最も多く作付されて

います。

（出典：東京都農作物生産状況調査）
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順位 品目 構成比（％）

1 トマト 13

2 スイートコーン 5

3 ナス 5

4 ネギ 5

5 キュウリ 4

順位 品目
面積

（ha）

収穫量

（ｔ）

産出額

(百万円)

1 スイートコーン 29.3 279 52

2 バレイショ 15.3 322 35

3 ネギ 10.7 226 48

4 サトイモ 10.2 110 25

5 ダイコン 9.7 431 26

6 ハクサイ 8.4 401 20

7 タマネギ 6.6 203 15

8 ホウレンソウ 6.6 78 24

9 キャベツ 5.9 195 15

10 ブロッコリー 5.7 62 11

作付延べ面積順位（令和２年）

（出典：東京都農作物生産状況調査）

（出典：東京都農作物生産状況調査）

農業産出額順位（令和２年）
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（５）農業関係団体の状況

市内の農業関係団体は、「あきる野市農業振興会」、「ＪＡあきがわ」、「Ｊ

Ａあきがわ直売所運営委員会秋川地区及び五日市地区出荷部会」などがあ

り、農業者は複数の団体に加入しています。また、役員の重複により農業

従事への影響も懸念されています。近年は、後継者部や青壮年部の会員数

は増加傾向にあるものの、女性部員については全体的に減少傾向にありま

す。

（令和４年３月現在）

団体名 会員数 内容

あきる野市農業振興会 149 農業経営の発展及び安定に関する取組

と会員相互の連携農産物生産部 115

後継者部 24

畜産部 10

ＪＡあきがわ

（日の出町・檜原村在住の会員を含む）
－

営農部会 242 生産技術の向上

畜産部会 8 経営の安定化及び新技術の調査研究

青壮年部会 50 農業新技術の習得

酪農ヘルパー利用組合
5

酪農家の休暇の確立及び酪農経営の安

定化

ＪＡあきがわ直売所運営委員会

秋川地区出荷部会
102

直売所の運営向上及び安定に関すること

ＪＡあきがわ直売所運営委員会

五日市地区出荷部会

（檜原村在住の会員を含む）

60

直売所の運営向上及び安定に関すること

十里木・長岳農畜産物等直売組合 37 農畜産物の直売
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２ 施策の推進状況

都市農業振興基本法、生産緑地法、農地中間管理事業の推進に関する法律

など農地と担い手を巡る制度の大きな改正が進んでおり、令和５年４月には

地域計画の法定化等を盛り込んだ農業経営基盤強化促進法等の一部改正の施

行が予定されています。

こうした環境の中、平成２８年度の本計画策定からこれまで実施してきた

施策の取組実績と検証を行い、そこから見えてきた新たな課題を抽出します。

（１） 魅力ある農業経営の確立

① 地産地消型農業の推進

施 策 取組実績・検証 課題抽出

直売所の拡充

秋川ファーマーズセンター再整備に向

けての検討

事業者によるリアルタイムでの販売状

況確認システムの運用

○秋川ファーマー

ズセンターの老

朽化

○農畜産物以外の

加工品の充実

○人気商品（とうも

ろこし等）の不

足

農畜産物の

安定供給

東京都補助事業により認定農業者が行

う、生産基盤の強化に対する補助

台風１９号の被害による農業用水路の

復旧支援

優良牛品種改良研究、家畜伝染病の予防

接種等の助成

肥料・飼料・燃料などの生産資材の高騰

対策

○補助事業の利便

性

○災害等への迅速

かつ適切な対応

○スマート農業の

推進

消費者と農

業者の交流

イベント

農業体験イベント「あきる農を知り隊」

の開催

料理講習会等への地場産農産物の利用

産業祭の開催により、農業への理解の醸

成

○社会情勢に合わ

せたイベントへ

の対応

○農業体験の拡充

○あきる野産野菜

の市外へのＰＲ

活動
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② 担い手の確保・育成

（２） 安心して農業のできる生産環境整備

③ 農地の保全と利用促進

施 策 取組実績・検証 課題抽出

認定農業者

制度等の推

進

認定農業者４８人

制度普及ＰＲ（委員会だより、振興会だ

より）

○認定農業者制度

の周知

農業後継者

の育成支援

提案型補助事業の導入

Ｆ＆Ｕ農業後継者セミナーの開催

農業実践力養成セミナーの開催

農業振興会後継者部への補助

○農家の高齢化・後

継者不足

○後継者に対する

支援体制

新規就農者

の育成支援

新規就農者１０人（累計）

経営開始に向け研修中２人

新規就農者への農用地利用集積 20,908

㎡（令和３年度実績）

新規就農相談センターの活用

新規就農提案型農業経営支援事業の実

施

地域振興プロジェクトの実施

（新規就農者が活躍出来る地域農業に

向けての話合い）

○研修先農家の不

足

○出荷作業場の不

足

○ハウス等の農業

用施設の整備

担い手への

農地の集積

担い手への農用地利用集積の実績

平成２８年度 16,530 ㎡

平成２９年度 11,481 ㎡

平成３０年度 31,203 ㎡

令和 元年度 8,556 ㎡

令和 ２年度 16,225 ㎡

令和 ３年度 47,792 ㎡

新規就農者への設備導入の支援

○利用集積の拡大

（地区別対応）

○営農拡大意欲の

地域格差

施 策 取組実績・検証 課題抽出

優良な農地

の保全

用排水路の清掃、浚渫の実施

東郷前用水の災害復旧

台風１９号の被害による、農業用水路の

復旧

〇特定生産緑地の

指定の促進

〇用排水路等の整

備

〇農業用取水堰等

の改修整備
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④ 獣害被害防止対策の推進

遊休農地の

再生・活用

遊休農地現況調査の実施

遊休農地の再生整備事業

担い手への農地の集積

○農業委員・推進委

員による遊休農

地パトロールの

促進

○優良農地の減少

○水田の遊休農地

化

環境にやさ

しい農業の

推進

家畜伝染病危機管理マニュアルの策定

公害防止薬剤購入助成の継続

東京都エコ農産物認証制度

生分解性マルチの購入補助

ひまわり緑肥事業

○東京都エコ農産

物認証制度のＰＲ

○農薬・化学肥料の

低減

○緑肥事業の成果

検証

施 策 取組実績・検証 課題抽出

電気柵等に

よる被害防

止対策

被害実態調査の継続

ＪＡあきがわとの連携による簡易電気

柵の普及

サル追い払いの継続

加害獣侵入防止対策事業（電気柵設置）

電気柵の現状調査・再整備計画の作成

○電気柵の老朽化

○生息域の拡大

○加害獣種の増加

○人身被害、庭の掘

り返しなど農作物

以外の被害増加

捕獲等によ

る被害防止

対策

あきる野の農と生態系を守り隊の設置

（狩猟免許取得支援、猟銃所持許可取得

支援、捕獲従事者への総合支援）

広域捕獲の実施

隣接自治体との協議

防除・捕獲研修会の実施（農家、市民、

猟友会対象）

対策マニュアルの策定（クマ、イノシシ）
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（３） 新たな農業の切り拓き

⑤ ふれあい農業の推進

⑥ 特産名産品の検討

施 策 取組実績・検証 課題抽出

観光・体験農

園の整備

市民農園における栽培技術習得の講習

会の開催

一般農家による市民農園の開設

イチゴ摘取り園の開設支援

援農ボランティアの検証

農福連携の支援

○観光・体験農園の

不足

食育や食文

化の継承

あきる野市食と栄養の連絡会議

学校給食への地場産農産物の導入

農産物のレシピの作成

○学校給食での地

場産野菜の使用

の継続

施 策 取組実績・検証 課題抽出

新たな特産

名産品やブ

ランドの検

討

「とうもろこし祭り」の開催

「とうもろこし焼酎」、「のらぼう菜のお

味噌汁」の開発

あきる野産ワインの開発

ヤギチーズの開発

○新たな特産名産

品の開発

○既存の特産品の

市外へのＰＲ活

動

農商工連携

による地元

産農畜産物

の利用拡大

「簡単料理レシピ」の作成及び料理講習

会の開催

産業祭の開催

○飲食店等での使

用拡大と普及

○生産から販売ま

で行う６次化の

拡充
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第３章 あきる野農業の進むべき道

１ 目標

「やってんべぇ！『明日の笑顔が見える、あきる野農業』」

本計画では目標達成に向けて、あきる野市の持つ「農」の可能性を高める

ために、以下３つの基本方針を掲げ、その方針ごとに１６の施策を定めてい

ます。これらの施策はバラバラに進めて行くのではなく、相互に補完・連携

し合う関係です。行政だけでなく、農業者やＪＡあきがわ、事業者、市民な

ど様々な主体が連携・協力して展開していきます。

２ 計画の３つの基本方針

（１）魅力ある農業経営の確立

農業従事者の高齢化や担い手の不足などから耕作されていない農地（遊

休農地）が、市内に点在しています。この遊休農地を農地に再生し、農産

物の生産増大と自然環境の保全を図り、市民の要望・期待に応えることが

できるような取組を継続していきます。

特に、認定農業者や認定新規就農者などの担い手が魅力を感じる農業経

営ができるよう、農地の利用集積による規模拡大や、安定した経営を図る

ための支援を行います。

また、農家と消費者の交流を深めるため、収穫体験や栽培見学等がセッ

トとなった「あきる農を知り隊（農ウォーク）」の開催を継続し、あきる野

農業の応援者の確保を目指します。

（２）安心して農業のできる生産環境整備

農地は食料生産の場であるとともに、市民に潤いや安らぎを与えるなど

の役割も備えていることから、遊休農地の解消に努め、「農地と住宅地が共

存共栄」できる取組を進めます。安定的に生産できる場を確保した上、環

境にやさしく、かつ、安心・安全な農産物の生産を進めます。

また、既存の農地については、生産力の向上を目指すため、基盤整備や

農道整備について、検討を行います。

さらに、異常気象や野生鳥獣による農地や農作物への被害も続いている

ことから、自然災害による農地の防災減災の対策を進め、安心して農業経

営を営む環境整備も必要となっています。風水雪害などに対しては農業用

施設の防災減災に取り組み、鳥獣害に対しては猟友会に委託しているサル

の追払いや有害鳥獣捕獲委託を継続するとともに、意欲ある農家、猟友会、

市民で構成する「あきる野の農と生態系を守り隊」を引き続き支援し、電

気柵などによる防除と組み合わせて総合的に対策を行います。
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（３）新たな農業の切り拓き

果実の摘み取りなどの観光・体験農園の整備、農家による農産加工の拡

充、地域内外の商工業者との連携による新たな加工品やレシピの開発、農産

物のブランド化などを通して、新たな動きを加速し、市民等に広めることに

より、生産量の拡大と市民に愛され、親しまれる農業を目指します。



３ あきる野市農業振興計画の体系

【目 標】 【３つの基本方針】

(２)安心して農業のできる生

産環境整備

農地は、潤いや安らぎを与える

場であることなどの多面的機能と

しての必要性のＰＲや、安心して

農業経営を継続できる環境の整備

を図ります。

【目標達成に向けた推進項目】

□1 直売所の拡充

□2 農畜産物の安定供給

□3 消費者と農業者の交流イベント

□4 認定農業者制度等の推進

□5 農業後継者の育成支援

□6 新規就農者の育成支援

□7 担い手への農地の集積

□8 優良な農地の保全

□9 遊休農地の再生・活用

□10 環境にやさしい農業の推進

□13 観光・体験農園の整備

□14 食育や食文化の継承

□15 新たな特産名産品やブランドの検討

□16 農商工連携による地元産農畜産物の利用

拡大

(１)魅力ある農業経営の確立

農業経営の規模拡大や担い手育

成を支援し、経営の安定化と消費

者との信頼関係の構築を図ります。

□11 電気柵等による被害防止対策

□12 捕獲等による被害防止対策

(３)新たな農業の切り拓き

農商工の連携や観光・体験農園の整備

など、あきる野農業の新たな可能性を

追求します。

【施 策】 【重点施策】

や
っ
て
ん
べ
ぇ
！

「
明
日
の
笑
顔
が
見
え
る
、
あ
き
る
野
農
業
」

〇 直売所の拡充

秋川ファーマーズセンターを地産地消の

核として再整備

〇 新規就農者の育成支援

新規就農者への支援の継続

○ 担い手への農地の集積

認定農業者、認定就農者への農地の集積

〇 観光・体験農園の整備

消費者との距離が近い生産環境を活かし、都

市住民が気軽に農に親しみ、食を楽しめる環

境の醸成

〇 遊休農地の再生・活用

遊休農地を再生し、経営規模の拡大を希望

している農家へ農地の利用集積

〇 電気柵等による被害防止対策

〇 捕獲等による被害防止対策

防除、捕獲、追払い等総合的な獣害対策の

継続

農業者・市民等に狩猟免許等取得のための

支援の継続

⑥ 特産名産品の検討
地元産農畜産物のＰＲや新た

な特産名産品、加工品の開発を推

進します。

① 地産地消型農業の推進
３つの直売所を拠点として、市

民とともに地産地消を推進しま

す。

② 担い手の確保・育成
将来のあきる野農業の担い手

を支援します。

③ 農地の保全と利用促進
意欲ある農業者に遊休農地の

利用促進を図ります。

④ 獣害被害防止対策の推進
獣害被害による生産意欲の低

下を防ぎます。

⑤ ふれあい農業の推進
食育や市民が土にふれあうこ

とで、農業の必要性等の理解を

深めます。

2
0
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４ 今後の取組と成果目標

（１） 魅力ある農業経営の確立

① 地産地消型農業の推進

１ 直売所の拡充

現状

１ 秋川ファーマーズセンターの再整備に向けて、ＪＡあきがわと連携し推進し

ていくため、協議を継続している。

２ ＪＡあきがわ管内の３直売所について自由に出荷可能となっている。

３ 市内直売所（秋川ファーマーズセンター、五日市ファーマーズセンター、瀬

音の湯物産販売所「朝露」）の農家会員数は２０９人となっている。

４ 直売所を活用した農ウォークや産業祭の実施。特産のとうもろこし祭りを開

催した。

今後の取組

１ 秋川ファーマーズセンターを地産地消の核として、「あきる野の農と食」を

満喫できるような機能等を備えた施設として再整備する。

２ 新鮮で安心・安全な農畜産物の供給量の増加を図る。

３ あきる野農業をＰＲするイベントを開催する。

成果目標

１年を通して、市民等に新鮮で安心・安全な農畜産物を安定的に供給すること

により、農業者の所得向上と経営の安定化を目指す。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・農業者

・ＪＡあきがわ

・新四季創造（株）

秋川ファーマーズセンター再整備

PR イベント開催

農畜産物供給量の増加に向けた取り組み

次

期

振

興

計

画

重点施策
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２ 農畜産物の安定供給

現状

１ 東京都補助事業（都市農業経営力強化事業、新規就農者定着支援施設整備事

業）を活用し、パイプハウスやイチゴ栽培システムを導入したことで年間を

通じて農作物の生産ができるよう補助を行っている。

２ 遊休農地を含めた農地の利用状況を把握し、担い手へ農地の集積を行い、生

産量の増加を図っている。

３ 次世代の栽培施設導入に向けて補助事業の導入を行っている（東京型次世代

アグリシステム）。

今後の取組

１ 東京都補助事業を活用した施設整備を推進する。

２ 遊休農地の再生により生産量の増加を図る。

３ 優良牛品種改良の研究、家畜伝染病の予防接種等の助成を継続する。

４ 農業施設共済加入の普及促進する。

５ 販路拡大に向け、新たな販路の斡旋やマルシェなどに参加し、市外に対して

も、あきる野産の農畜産物のＰＲを行う。

６ 社会情勢に即した、農畜産物の安定供給ができる支援を行う。

７ 低コスト環境制御システムをはじめとする、ＡＩを活用したスマート農業の

研究を行う。

成果目標

１年を通して、市民等に新鮮で安心・安全な農畜産物を安定的に供給すること

により、農業者の所得向上と経営の安定化を目指す。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・農業者

・農業委員会

要望調査・都と協議・補助事業による施設等の整備

遊休農地の再生・活用による生産量増加

優良牛品種改良等助成継続

次

期

振

興

計

画
ＡＩを活用したスマート農業の研究
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３ 消費者と農業者の交流イベント

現状

１ 産業祭にて、子牛の写生会や特産であるのらぼう菜の苗の配付を実施した。

２ 各地区にて「あきる農を知り隊（農ウォーク）」を開催し、収穫体験や栽培

見学を実施した。

３ ＪＡあきがわ主催の収穫祭・とうもろこし祭を開催し、消費者と農業者の交

流を図っている。

今後の取組

１ 産業祭を開催し、消費者と農業者の交流を図る。

２ ３つの直売所を基点に、「あきる農を知り隊（農ウォーク）」の実施を継続・

拡充する。

３ ＪＡあきがわと連携し、観光と連携した交流イベントの開催をする。

４ 社会情勢に即したイベントのあり方についての検証を行う。

成果目標

消費者に、あきる野農業の理解と農業者との交流を通じて、あきる野農業の応

援者を増加させる。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・市民

・農業者

・農業委員会

・ＪＡあきがわ

「あきる農を知り隊（農ウォーク）」の開催

都市住民との交流イベントの開催

次

期

振

興

計

画

産業祭の開催
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② 担い手の確保・育成

４ 認定農業者制度等の推進

現状

１ 認定農業者４８人（令和４年９月１日現在）

２ 農業経営の規模拡大、生産方式、経営の合理化等自らの農業経営改善に意欲

的に取り組む「認定農業者制度」を推進し、認定農業者の増加に繋げている。

３ 農業が後継者や女性に魅力ある職業として、意欲を持って農業に取り組める

よう、休日、給与、家事等の役割分担をルール化して取り決めた「家族経営

協定」の推進を行っている。

４ 認定農業者として必要な農業経営改善計画について、専門家によるサポート

の派遣を実施した。

今後の取組

１ 認定農業者向けの市独自の支援策を検討する。

２ 「あきる野市認定農業者等担い手育成総合支援協議会」を核として、認定農

業者の経営改善等の取組をサポートする。

３ 農業委員会や農業団体が発行する機関紙などで制度の普及啓発を行う。

成果目標

５０人を目標認定者とし、経営感覚に優れた担い手などを認定農業者として確

保・育成する。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・農業者

・農業委員会

・認定農業者等担

い手総合支援協

議会
制度の PR

協議会によるサポート

支援策検討

次

期

振

興

計

画
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５ 農業後継者の育成支援

現状

１ あきる野市農業振興会後継者部の会員：２４人

２ 市の独自事業である「新規就農者提案型農業経営支援事業」を継続し、農業

後継者への支援を行っている。

３ 東京都と連携し、「フレッシュ＆Ｕターン農業後継者セミナー」や「農業実

践力養成セミナー」による後継者の育成を実施した。

４ あきる野市農業振興会やＪＡあきがわ青壮年部と連携し、農業後継者への情

報共有や研修会を実施した。

今後の取組

１ 「新規就農者提案型農業経営支援事業」を継続していく。

２ フレッシュ＆Ｕターン農業後継者セミナー及び農業実践力養成セミナーへ

の参加を啓発する。

３ あきる野市農業振興会を通じた農業者への持続可能な支援を行う。

４ 後継者部への助成、農業振興資金利子補給制度を継続する。

成果目標

農業の基礎的な知識や実践的な技能を修得することにより、意欲ある担い手を

確保するとともに、農業経営の安定化を図る。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・農業委員会

・ＪＡあきがわ

新規就農者提案型農業経営支援事業

セミナー参加の啓発

利子補給継続

農業振興会を通じた農業者への支援

次

期

振

興

計

画
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６ 新規就農者の育成支援

現状

１ 農外からの新規就農者人数：１０人（認定農業者に移行者を含む。）

２ 新規就農相談員を配置し、東京都農業会議等と連携して新規就農希望者の受

入れを進めている。

３ 東京農業アカデミーと連携し、市内の農業者への研修先のあっせんを行って

いる。

４ 東京都の「新規就農者定着支援施設整備事業」や市の独自補助である「新規

就農者提案型農業経営支援事業」を活用し、トラクター等の農業機材を支援

している。

５ 新規就農者が農業経営が安定するまで補助を行う国の「農業次世代人材投資

事業費補助金」を活用し、支援を行っている。

今後の取組

１ 東京都農業会議等と連携し、就農希望者の市内農家での研修先のあっせん及

び受入農家の支援を進める。

２ 新たな担い手として、認定新規就農者の受入れを進める。

３ 農用地利用集積等促進計画（旧農用地利用集積計画）により認定新規就

農者に農地のあっせんを行う。

４ 国や都の支援制度や新規就農者提案型農業経営支援事業を活用し、認定新規

就農者が安定した経営を行えるまでの支援を行う。

５ ＪＡあきがわと連携し、就農後の技術支援や販路の確保を図る。

成果目標

新たな担い手を確保・育成することにより、遊休農地の解消と生産量の増加を

目指す。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・農業委員会

・農業者

・東京都農業会議

・東京農業アカデ

ミー

・ＪＡあきがわ

就農希望者の研修先あっせん・受入農家の支援

認定新規就農者の受入れ・農地のあっせん

新規就農者提案型農業経営支援事業

次

期

振

興

計

画就農後の技術支援や販路の確保

重点施策
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７ 担い手への農地の集積

現状

１ 年間を通じて農地の利用状況を把握し、遊休農地を中心に通知や訪問により、

認定農業者をはじめとする担い手への農地集積に繋げている。

２ 法人を認定農業者（４法人）として認定し、遊休農地を農地として貸借する

ことにより遊休農地の活用（解消）を図っている。

３ 農地中間管理事業の開始により、東京都農業会議と連携し、農地の集積を図

っている。

今後の取組

１ 農地の利用状況を把握し、担い手への農地の集積に繋げる。

２ 認定農業者・認定新規就農者

農地中間管理事業の活用による貸借を推進する。

３ 認定農業者以外

農地法（第３条）の許可による貸借を推進する。

４ 農地貸借の同意に基づき、遊休農地を再生し、利用する。農用地利用集積等

促進計画（旧農用地利用集積計画）により担い手に農地のあっせんを行う。

５ 法人による農地の貸借を推進する。

成果目標

遊休農地の解消による農業環境の向上及び生産量の増加による安定供給を進

めることにより、農業者の所得向上と経営の安定化を目指す。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・農業者

・農業委員会

農地の利用状況の把握

農地中間管理事業の活用

貸借の促進

次

期

振

興

計

画

遊休農地の再生・あっせん

重点施策
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（２） 安心して農業のできる生産環境整備

③ 農地の保全と利用促進

８ 優良な農地の保全

現状

１ 農業振興地域内農用地面積： ２５６．３ｈａ（令和３年３月東京都の地域・

区市町村別農業データブック）

２ 生産緑地地区の指定面積： ６７．０ｈａ（ 〃 ）

３ 市街化区域内農地について、生産緑地のパトロールや追加指定及び特定生産

緑地制度への移行を実施している。

４ 農業振興地域など一団の農地については、農地利用状況調査により、遊休農

地等の洗い出しを行い、耕作されていない農地については、通知や直接の訪

問により、担い手への集積を図っている。

５ 定期的に農道や農業用水路の点検を実施し、補修等を行っている。

今後の取組

１ 農地及び農業基盤の防災対策を行う。

２ 生産緑地地区の追加指定及び特定生産緑地の移行を行う。

３ 基盤整備事業や農道整備等について地権者の意向を把握する。

４ 用排水路の整備、農業用取水堰等の改修について検討・協議を行う。

成果目標

農業振興地域内農用地や生産緑地地区などの優良農地を確保・保全すること

により、市民等に潤いや安らぎを与えるとともに、生産量の増大を目指す。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・農業委員会

・農業者

農地防災対策事業

生産緑地及び特定生産緑地制度

農道整備等の意向把握

農業用取水堰等の改修検討

次

期

振

興

計

画
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９ 遊休農地の再生・活用

現状

１ 遊休農地面積：５８ヘクタール（２０１５農林業センサス）

２ 年間を通じて利用状況調査を実施し、遊休農地所有者の意向調査と農地の再

生を行い、農業経営の規模拡大を目指す認定農業者や認定新規就農者等に農

地の利用集積を行っている。

３ 遊休農地について、農地として活用できるよう整備している。

今後の取組

１ 遊休農地所有者の意向調査を行う。

２ 農業委員会や農業団体が発行する機関紙などで農地中間管理事業等の制度

の普及啓発を行う。

３ 貸借の同意が得られた遊休農地を畑として活用できるように再生する。

４ 農業経営基盤強化促進法に基づき、認定農業者・新規就農者等に集積する。

５ 用水組合等と連携し水田の遊休農地化に歯止めをかける。

成果目標

遊休農地を再生し、担い手農家へ集約することにより、生産拡大を進め、直売

所へ安定的な供給を図る。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・農業委員会

・農業者

農地の意向調査・情報提供

遊休農地再生・農用地利用集積等促進計画

次

期

振

興

計

画
用水組合との連携

重点施策
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10 環境にやさしい農業の推進

現状

１ ビニールごみの減量を図るために、生分解性マルチの利用促進を図り、環境

にやさしい循環型農業を推進した。

２ 定期的に家畜施設（５戸）を巡回し、環境整備を実施した。

３ ひまわり緑肥を活用した環境負荷の少ない農業の推進をした。

今後の取組

１ 家畜排せつ物たい肥の利用を促進する。

２ ビニールごみを減量するため生分解マルチの利用促進を図る。

３ 有機農業や化学肥料・農薬を減らした農業の推進を行う。

４ 東京エコ農産物認証・有機ＪＡＳ認証の支援を行う。

成果目標

安心・安全な農産物を直売所に供給するとともに、生分解性マルチ購入補助の

継続をするなど環境負荷の低減を図る。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・農業者

・ＪＡあきがわ

有機農業や化学肥料・農薬を減らした農業の推進

ビニールごみ（マルチ）減量の促進 次

期

振

興

計

画認証制度等の支援
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④ 獣害被害防止対策の推進

11 電気柵等による被害防止対策

現状

１ 電気柵設置延長：４，０４１ｍ（平成２８年度～）

簡易電気柵無料貸出し個数：５０機

２ 東京都の補助事業を活用し、あきる野市電気柵更新計画に伴い、希望地区に

電気柵を設置している。

３ 農業者に簡易電気柵の無料貸出しを実施することで、自ら被害防止対策を行

っている。

４ 電気柵と併用し、猟友会によるサルの追い払いやロケット花火を配付してい

る。

今後の取組

１ 野生鳥獣による農業被害調査を継続する。

２ サル追い払い事業（東京都補助事業）を継続する。

３ 電気柵（東京都補助事業）設置を継続する。

４ 老朽化した電気柵の更新を行う。

５ 簡易電気柵の短期的な貸出しを行う。

６ 計画的に電気柵の機能向上に取り組む。

成果目標

安心して農業生産活動に取り組むことにより生産性及び生産意欲の向上を図

る。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・農業者

・獣害対策協議会

・猟友会

・あきる野の農と生

態系を守り隊

・ＪＡあきがわ

被害調査継続

電気柵設置・更新の継続

電気柵の機能向上

追い払い事業継続

簡易電気柵貸出し

次

期

振

興

計

画

重点施策
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12 捕獲による被害防止対策

現状

１ 有害鳥獣捕獲実績（令和３年度）

イノシシ：２９頭、ハクビシン・アライグマ等：１８４頭、シカ１７頭

２ あきる野市獣害対策基本計画に基づき、イノシシ、ハクビシン等の有害鳥獣

の捕獲委託を行っている。

３ ニホンジカによる農作物被害が増加しているため、東京都シカ管理計画に基

づき、令和３年度より捕獲委託を開始している。

４ 「あきる野の農と生態系を守り隊」への支援を継続し、農業者・市民等の幅

広い従事者が防除への参加を図るよう、狩猟免許や猟銃等所持許可の取得、

技術研修を推進している。

今後の取組

１ 農作物に被害を及ぼす野生鳥獣の捕獲委託を継続する。

２ 「あきる野の農と生態系を守り隊」への支援を継続する。

成果目標

安心して農業生産ができる環境を作り、生産性の向上を図ることにより、農業

経営の安定を目指す。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・農業者

・猟友会

・あきる野の農と生

態系を守り隊

捕獲委託継続

あきる野の農と生態系を守り隊支援継続

次

期

振

興

計

画

重点施策
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（３） 新たな農業の切り拓き

⑤ ふれあい農業の推進

13 観光・体験農園の整備

現状

１ あきる野産ぶどうによるワイン醸造やあきる野産のコメを使用した日本酒

造りを支援した。

２ イチゴの生産及び摘み取り園の開設に向けた施設整備を支援した。

３ 市民農園の整備や指導員による支援を強化した。

４ 農業者が開設した市民農園を支援した。

今後の取組

１ 利用集積などを活用し、農家がイチゴやブルーベリー、トウモロコシ等の観

光・体験農園を整備するために必要な集団的農地のあっせんを行う。

２ 施設化が必要な場合、東京都補助事業等を活用し、体験農園の整備を推進す

る。

３ 援農ボランティアの検証や支援を行い、消費者が身近に農業に携わることが

できる仕組みづくりを行う。

４ 農福連携の取組が充実するよう支援する。

成果目標

体験等を通じ、あきる野農業の理解を深めてもらい、市内外からの来訪者を増

やすとともに、農業者の所得向上を図る。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・農業委員会

・農業者

・戸倉体験研修セ

ンター指定管理

者

・ＪＡあきがわ

体験農園の整備

観光・体験農園の受入れ、農地のあっせん
次

期

振

興

計

画援農ボランティア・農福連携の支援

重点施策
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14 食育や食文化の継承

現状

１ 地場産農産物を活用した学校給食への提供を支援した。

２ 親子を対象に農ウォークによる収穫体験や試食会を開催した。

３ 飲食店にてあきる野産野菜の提供連携の支援をした。

４ 市内小学校のコメ作りの支援を地元農業者と連携を図っている。

今後の取組

１ 学校給食等での地場産農産物の使用を継続していく。

２ 地場産農産物を活用したイベントの開催を検討・協議する。

３ 地場産農産物を使用した料理や、農家の郷土料理の普及を進める。

４ 地場産農産物使用飲食店の認証制度などを検討する。

成果目標

学校給食やイベント等を通じ、「あきる野農業の魅力」や、「食の大切さ・命の

尊さ」を伝えることにより、地場産農産物の利用拡大を図る。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・市民

・農業者

・教育委員会

・市内飲食店等

・ＪＡあきがわ

学校給食での地場産農産物の使用の継続

地場産農産物の活用イベントの開催

次

期

振

興

計

画
認証制度の検討
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⑥ 特産名産品の検討

15 新たな特産品やブランドの検討

現状

１ あきる野産ぶどうを活用したワイン開発の支援を行った。

２ あきる野産のコメを活用した日本酒開発の支援を行った。

３ 新規就農者による新たな品種（西洋野菜）生産の支援を行った。

４ いちご生産及び摘み取り園の施設整備の支援を行った。

５ ヤギの生乳を活用したチーズ開発の支援を行った。

６ ＪＡあきがわにて「とうもろこし焼酎」、「のらぼう菜のお味噌汁」の開発を

行った。

今後の取組

１ あきる野市農業振興会等と新たな特産名産品の発掘・開発について検討する。

２ 東京都や農業者と連携し、あきる野市の気候・風土に見合った野菜等の生産

を検討する。

３ 特産名産品等を各種媒体でＰＲをする。

４ 農産物等の地域ブランドの維持拡大をする。

成果目標

特産名産品開発やＰＲを行い、ブランド力を生かした安定した農業経営を図る。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・農業者

・東京都

・ＪＡあきがわ

特産名産品の PR

次

期

振

興

計

画

地域ブランドの維持拡大

新たな特産名産品の検討
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16 農商工連携による地元産の利用拡大

現状

１ 飲食店・旅館等に「とうきょう特産食材使用店」の登録制度の普及啓発活動

を行っている。

２ 産業祭にて農商工が連携してイベントを開催し、地場産農産物の活用につい

て拡充を図っている。

３ 地場産農産物による加工品の開発支援を行った。

今後の取組

１ 「とうきょう特産食材使用店」登録制度の普及啓発を図る。

２ 地元で愛され、親しまれる料理・商品開発の研究をする。

３ 地場産農産物を使用した「簡単料理レシピ」のＰＲをする。

４ 商工会等と共同イベントを開催し、農産物等の販売を促進する。

５ 農商工連携による６次産業化の拡充を支援する。

成果目標

あきる野産の農畜産物の消費拡大により、生産量の増加を目指す。

また、農業と商工業との連携を強化し、地域産業の振興を図る。

年度計画

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 取り組み推進主体

・市

・市民

・農業者

・ＪＡあきがわ

・商工業者

登録制度の普及啓発

６次産業化の支援

次

期

振

興

計

画

イベントによる農産物等の販売促進
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資料編

１ アンケート調査

（１） 調査概要

（２）農業者アンケート調査結果

【問１】 あなたの年代をお選びください。

【問２】 あなたのお住まいは、どちらですか。

調査期間 対象 配布数 回収状況

農業者アンケート

令和４年５月２６日（金）

～６月１５日（水）

市内に一定面積以上

の農地を所有する農

業者

３６２件 ２８９件

回収率７９．８％

直売所利用者アンケート

令和４年６月１１日（土）

及び

６月１５日（水）

秋川ファーマーズセ

ンター

五日市ファーマーズ

センター

瀬音の湯物産販売所

「朝露」の各直売所に

来店された方

１０３件

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代以上

1 0 2 7 20 83 107 69

東秋留 多西 西秋留 増戸 五日市 小宮・戸倉

54 57 48 41 51 38
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【問３】あなたの世帯で、農業をしている方についてお聞きします。

次の表に人数を記入してください。

【問４】あなたの世帯があきる野市に所有または借りている農地の面積はど

のくらいですか。

【問５】あなたの世帯が誰かに貸している農地の面積をお答えください。

【問６】あなたの世帯が所有または借りている農地に不耕作地はありますか。

【問７】問６でイと答えた方にお聞きします。

ア 不耕作地は次のどちらですか？

従事日数（１年間） 男性（うち 60 歳未満） 女性（うち６０歳未満）

60 日未満 139 人（ 27 人） 86 人（ 14 人）

60 日以上１５０日未満 68 人（ 11 人） 42 人（ 15 人）

１５０日以上 101 人（ 19 人） 30 人（ 2人）

ア 不耕作地はない 109

イ 不耕作地がある 172

2,000 ㎡未満 105

2,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満 63

3,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 57

5,000 ㎡以上 57

貸している農地はない 180

1,000 ㎡未満 64

1,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満 62

3,000 ㎡以上 6

田 43

畑 74
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イ 不耕作地となっている理由は、どれですか。（複数回答可）

【問８】不耕作地の活用について、今後どのようにしていきたいと考えてい

ますか。

【問９】あなたの地域で必要な農業支援はどのような分野ですか。（複数回答

可）

【問１０】現在、農産物販売による収入はありますか

農業を行う時間が確保できないため 33

高齢のため 45

病気、ケガ等による身体的な理由のため 17

所有している農地が農業に適さないため（土壌、日照等） 30

自宅から遠いため 8

その他 22

自分（世帯）で耕作したい 15

誰かに貸したい 33

誰かに売りたい 35

現状を維持したい 34

その他 8

資金、設備などの支援策による振興 51

６次産業化（生産、加工、販売等） 19

担い手の育成（認定新規就農者の育成、農用地利用集積・あっせん等） 52

基盤整備（農地の大区画化、汎用化、用排水路等の整備など） 21

必要な支援はない（現状維持でよい） 93

その他 16

ある 96

ない 190
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農 産 物 や 加 工 品 の 販 売 に つ い て

【問１１】現在の販売先、出荷先をお答えください。（複数回答可）

【問１２】販売に向けた農作物の栽培と出荷についてお聞きします。

ア 農作物の栽培は何人で行っていますか。また、どなたが行っ

ていますか。

イ 出荷（梱包、包装等）は何人で行っていますか。また、どなたが

行っていますか。

【問１３】加工品の販売は行っていますか。

秋川ファーマーズセンター 41

五日市ファーマーズセンター 20

瀬音の湯「朝露」 8

卸売市場 4

スーパーなどの小売店 9

庭先などの無人販売 27

学校給食センター 9

その他 17

１人 37 世帯主（24）、配偶者（3）、子（4）、親（1）

２人 36 世帯主・配偶者（24）、世帯主・子（7）、世帯主･その他など(5)

３人以上 20 世帯主・配偶者・子（8）、世帯主・子・親（1）、世帯主･子･孫など(11)

行っていない 76

行っている 14

１人 45 世帯主（29）、配偶者（5）、子（4）、親（1）

２人 36 世帯主・配偶者（26）、世帯主・子（6）、世帯主･孫など(4)

３人以上 11 世帯主・配偶者・子（5）、世帯主・配偶者子・その他など(6)
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【問１４】その加工品はどなたが作っていますか。（複数回答可）

【問１５】農作物と加工品の１年間での売上げ（収入）はどのくらいですか。

【問１６】売上げ（収入）の多い品目は何ですか。

第１位：（トウモロコシ）

第２位：（ 栗 ）

第３位：（ トマト ）

【問１７】今後の農産物販売について、どのようにお考えですか。

世帯主 8

配偶者 6

親 2

子 1

その他 4

100 万円未満 51

100 万円以上 300 万円未満 22

300 万円以上 500 万円未満 6

500 万円以上 1,000 万円未満 6

1,000 万円以上 3

現状を維持したい 62

販売先を増やしたい 10

販売先を減らしたい 3

販売をやめたい 13
農業の後継者がいないため 10

その他 3
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今 後 の 農 業 経 営 に つ い て

【問１８】今後の農業経営について、どのようにお考えですか。

【問１９】問１８でアと答えた方にお聞きします。

現在お持ちの農地で、誰かに貸したいと考えている農地はありますか。

【問２０】問１８でイと答えた方にお聞きします。

規模拡大を考えている地区はありますか。

そ の 他 の 取 組 み に つ い て

【問２１】体験型農園（市民農園・観光農園）を知っていますか。

ア 規模を縮小したい 23

イ 規模を拡大したい 8

ウ 現状を維持したい 61

ない 6

ある 10

東秋留地区 6

多西地区 -

西秋留地区 -

増戸地区 3

五日市地区 1

戸倉・小宮地区 1

制度を知っており、実施したい 17

制度はよく知らないが、興味がある 55

制度を知っているが、実施したいとは思わない 135

制度をまったく知らない 66

ない 21

ある 11 およその面積（約 300～2,000 ㎡）
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【問２２】就農希望者やボランティアの受け入れについて、どのようにお考

えですか。

【問２３】市民との交流等で希望する事業はありますか。（複数回答可）

【自由記述欄】

・地域でも高齢化に伴い不耕作地が増えていると感じます。また、草刈りが負

担となっており、不耕作地が有効活用ができる枠組みがあれば良い。

・獣害対策が課題と考えます。また、高齢化に伴う耕作地維持などが負担にな

っています。

・生産緑地と一般農地との税金の差が大きすぎる。農地を増やしたいのであれ

ば対策が必要である。

・販売する機会が増えるとありがたい。

・野生動物が多種出没するため農業はできない。

・皆さん水田作業には一生懸命ですが水が不足している。

・特に現状で良い。

・高齢者であっても次世代につながるため、資金・物品の援助してほしい。

・日本の農産物の自給率を上げるためにも限りある農地を有効に活用してほしいです。

・下代継東前地区における水田の維持が重荷である。

・農道の維持管理の充実して欲しい。

積極的に受け入れたい 18

補助作業のみであれば受け入れたい 19

農業経験者なら受け入れたい 11

未経験者でも熱心な方なら受け入れたい 34

特に必要がない、受け入れたいと思わない 182

収穫体験等のイベントの実施 26

地場産野菜の販売イベントの実施 27

学校教育との連携 25

福祉との連携 20

家庭菜園等で活用できる栽培技術講座 48

あまり必要性を感じない 130

その他 12
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・現在保有の農地が全て市街化調整区域のため活用ができず、維持が困難にな

りつつある。

・下代継字東前地区の休耕田が多い。大型農業試験場などの誘致を希望する。

・所有している農地のほとんどが不耕作地であり、農地を利用したい人がいれ

ば無料で提供したいので、市のほうであっせんしていただけると助かる。

・秋川ファーマーズセンターの改築。（レストラン併設）

・自家消費以上の余剰生産物の販売。自由販売市場の設置。

・市街化調整区域の農地なので売りたくても売れない。今後高齢になり草刈り

もできなくなったときが心配である。

・動物、シカ、猿、イノシシ、ハクビシンなど鳥獣被害が多い。、電気柵、網に

は限度がある。

・鹿が近年増加傾向にあると思う。自作で柵を作ったりするが手に負えない部

分がある。

・できればトラクター購入の補助金などあれば助かる。現状では、古いので転

倒など安全対策ができていない。

・近くに不耕作農地があるが農地所有が 30ａもないので買うことができない。

家が近くなので買入れしたいが農地として買入れできない。

・山間部で畑が急斜面なため農業に適さない。別の活用法があればよいのでは

ないか。

・市街化調整区域での農地のあり方の検討をしてほしい。

・境界をはっきりしたい。南飯坂に畑があるが、隣の畑との境界がよく分かり

ません。相続や土地を貸したりで、作る人が代わると曖昧になっている。は

っきりさせるために畑奥側にも杭を打ってほしい。

・一年に３００日以上畑（平沢)に行きますが高齢者の就労が目立つ。農業振興

地域の農用地にも雑草が見受けられます。農振地域の支援の充実が必要であ

る。

・日照時間が少ないため農作物ができない。山林所有者に協力していただき山

の尾根から３０ｍ位下方へ杉を伐採してもらうように動いてもらいたい。

・世界情勢により、あらゆる物が高騰しており、肥料等も例外ではなく、購入

補助制度の創設を検討してほしい。

・有害鳥獣の駆除を望む。

・山間部の畑のため、サル、シカ、イノシシの対応に苦慮している。対策が必

要である。

・体験型観光農園で一番の問題点、駐車スペースが 30～40 台分必要である。一

部農地を駐車場として使える許可を要望する。他の農家さんに迷惑にならな

いようにしたい。

・野菜の無人販売所を始めたいが自分の土地にはいい場所がない。
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・高齢になり不耕作化が進み安易に果樹園などに転用しても結局管理ができな

くなり、猪、猿、ハクビシン、鹿などの出没につながると考えると農業の専

門家に託して有効活用してもらいたい。

・農業振興地域農用地の道路整備。

・獣害対策が不十分です。高齢化が進むなか早急な対応が必要です。

（３）直売所利用者アンケート調査結果

【問１】あなたの年代をお選びください。

【問２】あなたのお住まいの地区を教えてください。

【問３】市内直売所について、ご利用頻度はどれくらいですか。

ア 秋川ファーマーズセンター

イ 五日市ファーマーズセンター

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代以上

0 3 2 15 31 27 19 6

市内 30
秋川地区 五日市地区 小宮、戸倉地区

12 10 1

都内 57
西多摩地区 その他の市部 区部

19 25 7

都外 16

行ったことがない 初めて 月に 回程度(上段回数) 年に 回程度(上段回数)

19 6
1 2 3 4 5 7 10 1 2 3 4 5

7 18 10 10 3 1 2 4 6 6 4 7

行ったことがない 初めて 月に 回程度(上段回数) 年に 回程度(上段回数)

54 4
1 2 3 4 5 4 9 1 2 3 4

7 6 3 7 2 2 1 7 6 3 1
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ウ 瀬音の湯「朝露」

【問４】本日、直売所に来た理由を教えてください。（複数回答可）

【問５】今後、販売してほしい商品はありますか？（例：惣菜、肉、魚など）

【問６】農業への理解や関心を高めるめには、どのような取組が必要だと考

えますか。（複数回答可）

行ったことがない 初めて 月に 回程度(上段回数） 年に 回程度(上段回数)

45 9
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

2 3 2 1 13 12 7 2 1 6

新鮮な農産物が購入できるため 95

栽培している農家を知っているため 6

安心感や安全性が高いと感じるため 24

知人や家族に勧められたため 5

安価で購入できるため 19

外の小売店では購入できない農作物などを販売しているため 39

自宅から近いため 10

観光目的のため 10

その他 6

肉、魚、惣菜、弁当、レシピの紙、果物、トマト、とうもろこし

新鮮な野菜等が手軽に購入できるシステム 46

学校給食での地場産野菜の利用促進 11

特産品の開発やＰＲ 28

体験型農園の拡充（市民農園・観光農園） 8

商業・観光との連携した取組 17

緑や花のある景観を生かしたまちづくり 16

新規就農者の受け入れ支援 10

地場産野菜が食べられる飲食店 28

農作業体験イベント 15
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【自由記述欄】

・農地を守っていただきたい。

・いつまでも新鮮なものを作っていただきたい。

・初めての野菜の料理方法を教えてほしい。

・端境期に野菜が少ない。

・トウモロコシが大変おいしい。

・プチプヨは孫たちが大好きなのでよく来ている。

・子供が参加できるイベントがあると良い。

・人気商品は整理券等で管理をして欲しい。

・休憩できるよう椅子を入れて欲しい。

・もっとたくさんトウモロコシを販売して欲しい。野菜の通販を取りいれて欲

しい。

・農産物が新鮮でおいしい。
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２ あきる野市農業振興計画策定検討委員会委員名簿

（敬称略、◎委員長、○副委員長）

氏 名 所 属

◎相原 宏次  一般社団法人 東京都農業会議 事務局長

○甲野 富和  あきる野市農業委員会 会長

髙木 守  秋川農業協同組合 地域振興部長

横田 弘文  秋川ファーマーズセンター直売所運営委員会 会長

宮﨑 恒雄  五日市ファーマーズセンター直売所運営委員会 会長

田中 英雄  十里木・長岳農畜産物等直売組合 副組合長

嶋崎 三雄  あきる野市農業振興会 会長

石川 光代  あきる野市農業振興会 幹事

山下 まこと  消費者の代表

秋山 とし子  消費者の代表

飯田 淳二  一般社団法人 東京都農業会議

久保田 聡  東京都西多摩農業改良普及センター 所長

鎌田 純徳  東京都農業振興事務所

大久保 学  あきる野市環境経済部 部長
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３ あきる野市農業振興計画の策定経過

日 程 内 容

令和４年

４月２６日（火）

「第１回 あきる野市農業振興計画策定検討委員会」の開催

（１）委嘱式

（２）委員長、副委員長選任

（３）現あきる野市農業振興計画について

（４）あきる野農業の現状について

（５）アンケート調査について

令和４年

５月２６日（木）

～６月１５日（水）

「アンケート調査」の実施

（１）農家を対象としたアンケート調査

（２）集計

令和４年

６月１１日（土）

及び６月１５日（水）

「アンケート調査」の実施

（１）直売所利用者を対象としたアンケート調査

（２）集計

令和４年

８月 ３日（水）

第２回 あきる野市農業振興計画策定検討委員会

（１）アンケート調査結果の報告について

（２）農業振興計画に掲げた事業計画の検証・評価について

（３）素案の検討について

令和４年

１０月２４日（月）

第３回 あきる野市農業振興計画策定検討委員会

（１）あきる野市農業振興計画（案）について

（２）表紙の決定について

令和５年

１月１５日（日）

～２月 ６日（月）

農業振興計画（案）に対するパブリックコメント

（１）市民等からの意見公募

令和５年２月下旬

第４回 あきる野市農業振興計画策定検討委員会

（１）あきる野市農業振興計画について

・パブリットコメント後の最終確認

令和５年３月下旬 あきる野市農業振興計画の策定・公表
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４ あきる野市農業振興計画策定検討委員会設置要綱

令和２年５月２６日通達第２４号

（目的及び設置）

第１条 あきる野市農業振興計画を改訂するに当たり、魅力ある産業としての

あきる野農業の振興を目的とし、広く市民、農業者等の意見を反映するため、

あきる野市農業振興計画策定検討委員会（以下「委員会」という。）を設置す

る。

（所掌事項）

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討

し、その結果を市長に報告する。

（１） あきる野市農業振興計画の策定に関すること。

（２） その他農業振興に関すること。

（組織）

第３条 委員会は、委員１６人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

（１） 識見を有する者

（２） 農業委員会委員

（３） 秋川農業協同組合の職員

（４） 農業者の代表

（５） 消費者の代表

（６） 東京都農業会議の職員

（７） 東京都職員

（８） 市職員

２ 前項第５号の委員については、公募により選考することができる。

（委嘱等）

第４条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

（任期）

第５条 委員の任期は、第２条の規定による報告を終了したときに満了する。

（謝礼）

第６条 第３条第１項第１号から第６号までに規定する委員には、予算の範囲

内で謝礼を支払う。
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（役員）

第７条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

（１） 委員長 １人

（２） 副委員長 １人

２ 役員は、委員の中から互選する。

（役員の職務）

第８条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代

理する。

（会議）

第９条 委員会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。

３ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を

聴くことができる。

（庶務）

第１０条 委員会の庶務は、環境経済部農林課において処理する。

附 則

この要綱は、令和２年６月１日から施行する。
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